
 

令和元年度兵庫県新型インフルエンザ等対策訓練等実施結果 

 

 

訓練等内容 

１ 対策本部事務局員及び地方対策本部事務局員研修 

  (1) 日 時 令和元年 11月 26 日（火） 午後 2時～4時 

  (2) 場 所 災害対策センター 増築棟３階会議室 

  (3) 出席者 ・対策本部事務局員 

総務局 （防災企画課・産業保安課・広報戦略課） 

対策局 （疾病対策課・社会福祉課・薬務課・健康増進課） 

支援局（災害対策課・消防課、広域支援局（広域企画室） 

        ・地域対策本部事務局員 

         各県民局（県民センター）総務担当 

         各健康福祉事務所対策担当 

合計：34名 

  (4) 概要 

① 訓練目的 

2009 年発生時の経験を今後の対策に活かすとともに、発生時に迅速で効

果的な組織活動を展開するためには、最新の知識を習得することが必要で

ある。 

また、対策における組織の役割を理解することで、組織的活動レベルの

向上を図り、対策本部事務局がより実践的な対応を実施できる体制を築く

ことを目的とする。 

 

   ② 内容 

     (1)新型インフルエンザ等発生時の県対策本部事務局対応 

～2009年を振り返って～ 

       講師 一般社団法人兵庫県民間病院協会事務局次長 稲田 忠明氏 

(2)新型インフルエンザ等対策の概要と県の取り組み状況 

(3)県対策本部等の体制及び事務局の役割 

    

   ③ 結果及び課題 

    ・対策の概要、関連法令、現状等について、対策本部事務局員の理解に繋が

った。また、当時の経験談より、発生時に事務局員に求められる組織的活

動や心構え等について、具体的にイメージすることができた。 

・対策本部事務局員に対する研修や机上訓練等を継続して実施する。 
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２ 情報伝達訓練（主催：内閣官房新型インフルエンザ対策室） 

 (1) 日時  令和元年 11月 8日（金） 10 時～ 

(2) 参加  県、県民局（センター）、健康福祉事務所、市町、指定地方公共機関 

(3) 内容  政府対策本部が設置、基本的対処方針が決定したと想定。 

県は対策本部の設置、県対処方針の作成・公表や、行動計画に定め 

られた対策実施への備えについて情報伝達を実施。 

 

 

(4) 結果及び課題 

   伝達開始：10:05 ⇒伝達完了：11:48 

      ・全ての市町、指定地方公共機関が参加し、スムーズに実施できた。 

     ・基本的対処方針の変更に伴う、県対策本部決定事項を作成した。 

     ・今後、庁内関係職員や感染症指定医療機関等に対する連絡体制につい

て検討する 

 

       

 

 

 


